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　本稿は、2025年9月期の半期報告書における
作成上の留意点についてまとめたものであり、
「企業内容等の開示に関する内閣府令」（以下
「開示府令」という。）の改正に伴う留意点、企
業会計基準委員会（以下「ASBJ」という。）か

ら改正・公表された企業会計基準等に関する留
意点を中心に解説する。
　なお、文中において意見にわたる部分は私見
であることをあらかじめ申し添えておく。

（1）概要
　2022年6月に公表された「金融審議会 ディ
スクロージャーワーキング・グループ報告」に
おいて、個別分野における「重要な契約」につ
いて、開示すべき契約の類型や求められる開示
内容を具体的に明らかにすることで、適切な開
示を促すことが考えられるとされたことを踏ま
え、2023年12月22日に開示府令が改正された。
　また、2025年2月21日にスタートアップへ

の資金供給の促進関係についても開示府令が改
正された。
（2）重要な契約等
　開示府令の改正により、「重要な契約等」と
して「企業・株主間のガバナンスに関する合
意」、「企業・株主間の株主保有株式の処分・買
増し等に関する合意」及び「ローン契約と社債
に付される財務上の特約」について記載するこ
ととされた（開示府令第四号の三様式記載上の

《まとめ》
◦「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正により、「重要な契約等」及び「発行済株
式総数、資本金等の推移」について開示の新設及び拡充が行われている。
◦「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」及
び「リースに関する会計基準」を中心とした項目に留意が必要。
◦このほか、「上場企業等が保有するVCファンドの出資持分に係る会計上の取扱い」につ
いても留意が必要。
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